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令和３年度長期休業期間中の緊急連絡について（お知らせ） 

 

 

長雨の候、保護者の皆様方におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上

げます。また、日頃から本市の学校教育へのご理解とご協力に感謝申し上げます。 

 さて、太宰府市では、教職員のワーク・ライフ・バランスの確立を図り、子どもと向

き合う時間の確保に資することを目的とした「学校における働き方改革」の一環として、

下記のとおり学校閉庁期間（教職員の休暇取得促進期間）を設けます。この期間につき

ましては全教職員が休暇となり、学校施設の開放や、原則として中学校の部活動を実施

いたしません。 

何卒、趣旨をご理解の上、ご協力いただきますようお願いいたします。 

 

 

記 

 

１ 閉庁期間（教職員の休暇取得促進期間） 

   夏季休業期間中：  ８月１１日（水）から８月１６日（月）まで 

   冬季休業期間中： １２月２８日（火）から１月 ４日（火）まで 

 

２ 緊急連絡先 

 

       

 

 

    ・緊急連絡を受けた場合は、各学校長へ速やかに連絡いたします。 

     

 

※ 緊急連絡とは 

◇ 児童生徒の生命及び身体に危険が及ぶ事態が発生した場合、または発生する

おそれがある場合 

◇ 児童生徒が新型コロナウイルスに感染した場合、医療機関や保健所から濃厚

接触者に特定された場合 

太宰府市教育委員会学校教育課 

電話：０９２－９２１－２１２１ 

（内線：義務教育係４４８・指導係４４９） 

 


